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近年、労働者側が使用者側に訴訟提起するに際し、

地位確認と未払賃金の支払いを求めるだけではなく、

取締法規違反が不法行為上の違法性を有するとして

損害賠償請求を主張する事例が多く見受けられます。 

本裁判例の事案でも、雇止めを受けた期間雇用労

働者らは、会社に対し、契約上の地位確認や未払賃

金の支払いを求めただけでなく、偽装出向・偽装請

負・派遣制限期間の超過といった派遣会社を介在さ

せての違法状態下で就労させたことが違法性を有す

るとして不法行為に基づく損害賠償を求めました。 

第一審も控訴審も、従業員からの地位確認と未

払賃金の請求はいずれも棄却したのですが、不法行

為に基づく損害賠償請求については、第一審が一部

認容したのに対し、控訴審はこれを否定し、結論が

分かれることとなりました。 

そこで、今回のニューズレターでは、結論が分か

れた第一審と控訴審を比較し、判断の分かれ目を検

討してみたいと思います。また、平成 24 年 4月 6

日に公布された改正労働者派遣法が、今般、同年

10 月 1 日から施行されるとの方針が示されたこと

に伴って、結論に影響が生じるのかもあわせて検討

していきます。 

 

１ はじめに 

労働者派遣法に定められた期間制限に違反した

派遣受入れに関し、これまでは、派遣先に派遣労

働者を直接雇用する民事上の義務を負うか否か、

又は、派遣労働者と派遣先との間に黙示の雇用契

約が成立するか否かが争われていましたが、最高

裁が松下ＰＤＰ事件判決（最判平成 21年 12 月 18

日）において、いずれについても慎重な態度を示

したことから、派遣先への直接雇用義務や黙示の

雇用契約の成立を裁判所に認定してもらうことは、

相当にハードルが高いとの認識が労働者側に広が

ったように思われます。 

そのため、最近では、本裁判例のように、労働

者側から、労働者派遣法という本来は行政的取締

法規に違反する違法状態下で就労させたに過ぎな

い事実が、民事上の違法性を有する、と主張して

不法行為に基づく損害賠償を求めてくる傾向にあ

ります。そのような、流れの中で、本裁判例では

第一審が不法行為に基づく損害賠償請求という法

律構成を一部認容したので、労働者側の目的は一

部達成され、裁判所の判断の傾向としても、この

流れに向かうかのようにも思われました。しかし、

控訴審は、上記損害賠償請求の主張についても斥

けました。 

このように、第一審と控訴審で結論が分かれた

わけですが、不法行為に基づく損害賠償請求に関

する争点につき、第一審及び控訴審がそれぞれど

のように認定し、なぜ結論が分かれたのか、につ

いて検討していきます。 

２ 本裁判例の事案の概要 

 請負業、労働者派遣事業等を営んでいた会社Ｐ

は、製造業を営む会社Ｙとの間で、Ｐの従業員をＹ

の工場に就労させる出向協定を平成 15年 12 月に

締結し、当該協定を順次、業務委託請負契約、労働

者派遣契約へと変更していきました。Ｐは、これら

の契約に基づき、Ｐの従業員ＸらをＹの工場に就労

させていました。 

その後、Ｙは、Ｙの業績が悪化したことを理由

に、Ｐに対し、労働者派遣契約の中途解約を申し出

ました。かかる申出を受けたＰは、Ｘらを解雇しま

した。 

これに対し、Ｘの申入れを受けた労働局が、平

成 21 年 3月に、ＹにＸらを直接雇用するよう是正

指導したところ、Ｙは、Ｘらを半年間期間を定めて

直接雇用しました。 

この直接雇用契約の期間満了後、ＹがＸを雇い

【判例紹介】日本トムソン事件・控訴審判決 

労働者派遣法違反が直ちに不法行為上の違法とはい

えないとして、派遣先企業に対する損害賠償請求が退

けられた例（大阪高判平成 23 年 9 月 30 日）について 
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止めしたので、Ｘが裁判所（第一審：神戸地裁姫路

支部）に訴訟提起しました。 

  Ｘらは、本訴訟において、本稿のテーマと関連す

る主張として、第一審、控訴審を通じて、Ｙが、労

働者派遣法に反する違法状態下でＸらを長期間就労

させた行為は不法行為に該当するとの損害賠償請求

を主張しています。 

３ 第一審(神戸地裁姫路支部平成23年2月23日判決) 

第一審は、Ｘらを長期間、違法状態下で就労させ

たことに伴う不法行為の成否につき、以下のとおり

判断し、原告の請求を一部認容しました。 

（１）業務改善命令の事実と労働者派遣の期間制限

違反の認定 

第一審は、Ｘらが平成 15年 12 月Ｐとの間でＰ

の従業員を受け入れる出向協定を締結して以来、契

約形態を何度か変更しているにもかかわらず、契約

形態の変更に応じた就業実態の変更がないこと、Ｙ

が業務改善命令を受けているにもかかわらず何も変

更をしなかったことを指摘して、ＹＰ間の出向協定

の実態は、出向協定当初から、労働者派遣であった

と認定しました。 

そして、製造業に対する労働者派遣は、労働者

派遣法の改正に伴って、平成 16 年 3月 1 日以降 1

年間、平成 19 年 3月 1 日以降も 3 年間しか派遣が

認められていなかったにもかかわらず、製造業で

あるＹは、出向協定を締結した平成 15年から労働

局から是正指導をうけた平成 21 年まで、5 年以上

もの期間、違法に労働者派遣を実現していたと認

定しました。 

さらに、ＹＰ間の契約関係が当初の出向協定から、

業務委託請負契約、労働者派遣契約へと順次変更さ

れていった経緯を根拠に、Ｙは、Ｐからの労働者派

遣が違法状態にあったことが認識できたと認定しま

した。 

（２）三者間法律関係を定めた法規の趣旨 

以上の事実認定に基づき、第一審は、漫然と労働

者派遣法に違反して、労働者派遣を継続したことは、

「法が許容する場合に限って三者間労働関係を認め

ている労働関係法規の趣旨に反するもので」あると

判示して、不法行為の成立を一部認め、Ｙに対し、

金 50 万円ずつ支払いを命じる判決を下しました。 

４ 控訴審判決（大阪高裁平成23年9月30日） 

控訴審は、以下のように認定し、第一審判決のう

ち、Ｙに対し一部支払を求めた部分を取消しました。 

（１）業務改善命令の事実の否定 

控訴審は、第一審と同じく、Ｙが、当初から通算

すると労働者派遣法の定める期間制限を超え、5 年

以上の長い期間、労働者派遣を受け入れてきた事

実を認定しましたが、第一審が認定したＹが業務

改善命令を受けた事実は認定しませんでした。 

（２）労働者派遣法の趣旨 

また、控訴審は、労働者派遣法について、派遣

労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ

とを目的として制定された行政上の取締法規であ

ると明確に認定し、労働者派遣法によって保護さ

れる利益は、雇用秩序であり、個々の派遣労働者

の利益を保護しようとしたものではないと指摘し

ました。 

さらに、控訴審は、少なくとも労働者派遣法に

反して労働者派遣を受け入れること自体について

は、労働者派遣法は罰則を定めておらず、社会的

にみても、労働者派遣は、企業にとって比較的有

利な条件で労働力を得ることを可能にする反面、

労働者に対して就労の場を提供する機能を果たし

ていると指摘し、労働者派遣法違反の事実があっ

たからといって直ちに不法行為上の違法があると

は言い難いとしました。 

このような労働者派遣法の理解を前提に、控訴

審は、Ｙに民事上の違法性を肯定するに足りる事

情があったものとは言い難いと認定した上で不法

行為の成立を否定し、Ｘらの損害賠償請求の主張

を斥けました。 

５ 両判決の比較及び検証 

以上のとおり、ほぼ同一の事実関係を前提にしな

がらも、第一審は不法行為の成立を認めたのに対し、

控訴審はこれを否定しました。そこで、両者の結論

に差が生じた理由について検討していきます。 

まず、第一審と控訴審は、5 年以上の長期間に渡

りＸらを労働者派遣法に違反しながら就労させた事

情が認定されている点で共通しています。 

しかし、同じように労働者派遣法違反の就労環境

においたことに対して、第一審は、「三者間の労働

関係は、法律が許容する場合に限って三者間労働関

係を認めている労働関係法規の趣旨に反するもの

で」と、労働者派遣法違反があれば直ちに不法行為

と評価する判断を示しているのに対し、控訴審は、

「労働者派遣法違反の事実があったからといって直

ちに不法行為上の違法があるとは言い難い」として、

労働者派遣法違反が直ちに不法行為を評価されるも

のではないとの判断を示しました。 

このような労働者派遣に対する理解の他に、評価

が分かれた理由に、業務改善命令の認定の有無があ

げられます。第一審は、Ｙに対して業務改善命令が

下されたと認定したのに対し、控訴審はこれを認定

していません。 
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だとすれば、万一、労働局から指導、命令等の何

らかの指導があった場合には、速やかにこれに対応

することが、来たるべき、損害賠償請求に備えての

一つの対策となるように思われます。 

６ 労働者派遣法改正を受けて 

以上のとおり、本裁判例では、第一審と控訴審双

方で黙示の雇用契約の成立が否定されているだけで

はなく、控訴審で、労働者派遣法は取締法規であっ

て同法上の違法性は直ちに不法行為上の違法性を意

味しないと明確に述べられたことから、黙示の雇用

契約の成否の判断や、労働者派遣法違反の状況下で

の雇用継続が不法行為上も違法といえるかの判断に

関しても、裁判所は慎重な態度にあり、認定のハー

ドルを高めに設定する方向で議論を収束しつつある

かのような印象を受けます。 

しかしながら改正労働者派遣法が、平成 24年 4

月 6 日に公布されたことを受けて、同種事案にお

いて、今後も、本控訴審判決のような結論を期待で

きるとも言いきれないところもあります。 

以下、そのような方向性を示唆する改正点を具体

的に検討していきます。 

（１）派遣労働者の保護の明文化 

まず、改正後派遣法の名称及び目的に「派遣労働

者の保護」という文言が加えられました1。これに

よっても、労働者派遣法違反が直ちに不法行為上の

違反となることが明確になったというものではあり

ませんので、直ちに結論が変わりうるというわけで

はないものと思われますが、労働者側が、労働者派

遣法は労働者の個人的利益を重視したと主張し、労

働者派遣法上の違法が不法行為上の違法を構成する

と主張する頻度を高めることになるものと思われま

すので注意が必要です。 

（２）雇用契約の見なし申込み制度 

また、改正後派遣法第 40 条の 6 第 1 項 4 号では、

派遣先が、本裁判例の事案のように期間制限を超え

て派遣を受け入れた場合等により、労働者派遣の役

務の提供を受け、そのことにつき悪意か、若しくは

過失がある場合、派遣先は当該労働者に対して雇用

契約の申込みをしたものと見なされ、かつその申込

みはその偽装請負が終了してから 1 年間は撤回で

きないとされています。したがって、この規定に基

づけば、例えば、期間制限を超えて派遣を受け入れ

ていた場合には、派遣労働者が派遣先での直接雇用

を希望しさえすれば、派遣労働者と派遣先との間の

直接雇用関係が成立したと見なされる危険性があり

ます。 

（３）施行時期 

改正派遣労働法は、上記雇用契約の申込みのみな

し制度を除いて、平成 24 年 4 月 6 日から 6月以内

で政令で定める日から施行される（申込みのみな

し制度の施行日は、法の施行から 3 年経過後）と

されていたところ、今般、厚生労働省により、同

年 10 月 1日から施行されるとの方針が示されまし

た。 

ですので、この際、派遣制度につき改めて点検い

ただくことをお奨めいたします。 

                                                           
1 従来労働者派遣法は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」でしたが、本改正によ

り、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律の整備等に関する法」となります。 


